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流 山 市 幼 児 教 育 支 援 セ ン タ ー 附 属 幼 稚 園 の 廃 園 方 針 に 係 る  

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手 続  実 施 要 領  

 

１ ． 件 名  

  流 山 市 幼 児 教 育 支 援 セ ン タ ー 附 属 幼 稚 園 の 廃 園 方 針 に 係 る パ

ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手 続  

 

２ ． 目 的  

  流 山 市 幼 児 教 育 支 援 セ ン タ ー 附 属 幼 稚 園 の 廃 園 方 針 に つ い て 、

流 山 市 市 民 参 加 条 例 第 ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る パ ブ リ ッ

ク コ メ ン ト 手 続 を 実 施 し 、 広 く 市 民 等 の 意 見 を 募 集 す る も の で

す 。  

 

３ ． 背 景  

  流 山 市 幼 児 教 育 支 援 セ ン タ ー 附 属 幼 稚 園 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月

に 、 流 山 市 幼 児 教 育 支 援 セ ン タ ー の 研 究 成 果 の 実 践 と 本 市 全 体

へ の 還 元 と い う 先 導 的 役 割 を 実 現 す る た め の 園 と し て 設 置 さ れ

ま し た が 、 幼 児 教 育 の 無 償 化 に 伴 う 園 児 在 籍 数 の 減 少 や 、 特 別

な 支 援 が 必 要 な 子 ど も の 割 合 の 増 加 等 に よ り 、近 年 に お い て は 、

こ れ ま で の よ う な 幼 児 教 育 の 実 践 と 提 供 が 困 難 な 状 況 と な っ て

い ま す 。  

  附 属 幼 稚 園 に お い て は 、２・３ 歳 児 を 対 象 と し た プ レ 保 育 や 、

在 園 児 を 対 象 と し た 預 り 保 育 な ど に も 取 り 組 ん で き ま し た が 、

園 児 は 過 去 ５ 年 で ５ ４ ％ 減 少 し て い る 一 方 で 、 運 営 費 は 年 々 増

加 し て お り 、 こ の よ う な 状 況 か ら 、 令 和 ５ 年 ５ 月 、 流 山 市 立 幼

稚 園 協 議 会 に 、 同 園 の 在 り 方 等 に つ い て 諮 問 し 、 同 年 １ ０ 月 、

同 協 議 会 か ら の 答 申 を 踏 ま え 、 教 育 委 員 会 議 に お い て 、 同 園 を

令 和 ７ 年 度 を も っ て 廃 園 と す る 方 針 が 決 定 さ れ ま し た 。  

   

４ ． 意 見 を 募 る 対 象 者  

（ １ ） 市 内 に 住 所 を 有 す る 者  

（ ２ ） 市 内 に 事 務 所 ま た は 事 業 所 を 有 す る 者  

（ ３ ） 市 内 に 存 す る 事 務 所 又 は 事 業 所 に 勤 務 す る 者  

（ ４ ） 市 内 に 存 す る 学 校 に 在 学 す る 者  
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５ ． 意 見 募 集 期 間  

  令 和 ５ 年 １ １ 月 ２ １ 日 （ 火 ） ～ 令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 （ 水 ）  

 

６ ． 閲 覧 お よ び 公 表  

（ １ ） 閲 覧 場 所  

   学 校 教 育 課（ 市 役 所 第 １ 庁 舎 ２ 階 ）、情 報 公 開 コ ー ナ ー（ 市

役 所 第 １ 庁 舎 ２ 階 ）、各 幼 稚 園 、各 保 育 所 (園 )、各 出 張 所 、各

公 民 館 、各 図 書 館 、生 涯 学 習 セ ン タ ー（ 流 山 エ ル ズ １ 階 ）、各

児 童 館・児 童 セ ン タ ー 、つ ば さ 学 園（ 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー ）  

（ ２ ） 公 表 場 所  

   市 ホ ー ム ペ ー ジ  

 

７ ． 意 見 の 提 出 方 法  

  別 紙 様 式 （ 任 意 様 式 可 ） に 、 住 所 、 氏 名 を 明 記 の 上 、 郵 便 、

フ ァ ク シ ミ リ 、 電 子 メ ー ル に よ る 提 出 又 は 直 接 書 面 を 持 参 し て

く だ さ い 。  

 

８ ． そ の 他  

（ １ ） 意 見 に 対 す る 市 の 考 え 方 に つ い て は 、 市 の ホ ー ム ペ ー ジ で

公 表 し ま す 。 な お 、 意 見 に 対 す る 個 別 回 答 は い た し ま せ ん 。  

（ ２ ） 電 話 又 は 口 頭 に よ る 意 見 は 、 意 見 と し て 扱 い ま せ ん 。  

  

９ ． 問 い 合 わ せ 先 及 び 提 出 先  

  〒 2 7 0 - 0 1 9 2  流 山 市 平 和 台 １ 丁 目 １ 番 地 の １  

  流 山 市 役 所  学 校 教 育 部  学 校 教 育 課  

  電 話  0 4 - 7 1 5 0 - 6 1 0 4  

  F A X   0 4 - 7 1 5 0 - 0 8 0 9  

  電 子 メ ー ル  g a k k o u k y o u i k u @ c i t y . n a g a r e y a m a . c h i b a . j p  


